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改正児童福祉法による一時保護時の司法審査の導入に伴う 留意事項について

(通達）

児童福祉法等の一部を改正する法律（ 令和４年法律第66号。以下「 改正法」 と いう 。別
添１・ ２ ） 第３条の規定の施行により 、児童相談所長又は都道府県知事（ 以下「 児童相談

所長等」 と いう 。 ） が一時保護を行う と きは、当該一時保護を行う こと について親権者等

の同意がある場合等を除き、一時保護を開始した日から起算して７日以内又は一時保護を

開始する前に、裁判官に一時保護状を請求しなければならないことなどを内容とする一時

保護時の司法審査（ 以下「 司法審査」 と いう 。 ） が、令和７年６月１日に導入されること

と なっ た。

司法審査の概要及びその導入に伴う留意事項は下記のと おり であるので、引き続き児童

相談所長等と緊密に連携を図り 、対応に遺漏のないよう にされたい。

１ 司法審査の概要

⑴ 一時保護の要件

改正法第３条の規定の施行後の児童福祉法（ 昭和22年法律第164号。以下「 法」 と い
う 。 ） 第33条第１項は、児童相談所長等が児童の一時保護ができる場合と して、児童
虐待のおそれがあると き、少年法（ 昭和23年法律第168号）第６条の６第１項の規定に
より事件の送致を受けたと きその他の内閣府令で定める場合であっ て、必要があると

認めると きを規定しており 、同項の規定に基づき、児童福祉法施行規則の一部を改正

する内閣府令（ 令和６年内閣府令第113号）による改正後の児童福祉法施行規則（ 昭和
23年厚生省令第11号。以下「 改正児童福祉法施行規則」 と いう 。別添３） 第35条の３
第２号は、少年法第６条の６第１項の規定による送致を受けた場合又は警察官から法

第25条第１項若しく は児童虐待の防止等に関する法律（ 平成12年法律第82号） 第６条
第１項の規定による通告を受けた場合を規定している。

⑵ 一時保護状の請求

児童相談所長等が一時保護を行う と きは、以下に掲げる場合を除き、一時保護を開



始した日から起算して７日以内に、法第33条第１項に掲げる場合に該当し、かつ、一
時保護の必要があると認められる資料を添えて、これらの者の所属する官公署の所在

地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保護状を請求し

なければならないと された。

また、この場合において、一時保護を開始する前にあらかじめ一時保護状を請求す

ること を妨げないものと された（ 法第33条第３項） 。
○ 当該一時保護を行う こと について当該児童の親権を行う 者又は未成年後見人の

同意がある場合

○ 当該児童に親権を行う者又は未成年後見人がない場合

○ 当該一時保護をその開始した日から起算して７日以内に解除した場合

⑶ 一時保護状の請求却下の裁判に対する取消請求等

児童相談所長等は、裁判官が一時保護状の請求を却下する裁判をしたと きは、速や

かに一時保護を解除しなければならないものと された。

ただし、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込

まれると きは、児童相談所長等は、当該裁判があっ た日の翌日から起算して３日以内

に限り 、法第33条第１項の場合に該当し、かつ、一時保護の必要があると認められる
資料及び一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込ま

れると認められる資料を添えて、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方

裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官が所属する裁判所にその

裁判の取消しを請求すること ができるものと された（ 法第33条第７項） 。
また、この場合において、一時保護状の請求についての裁判が確定するまでの間、

引き続き一時保護を行う こと ができるものと した（ 法第33条第９項） 。

２ 留意事項

⑴ 児童通告書等の適正な作成及び速やかな送付

改正児童福祉法施行規則第35条の３第２号の該当性を裏付ける資料については、
「 「 一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル」 について」 （ 令和

６年12月26日付けこ支虐第466号）が、警察が作成する送致書、児童通告書等の書類を
例示していることから、これらの書類が司法審査に用いられること を前提に、引き続

きその内容に誤りがないよう に作成することはもと より 、 「 児童の安全確保を最優先

と した児童虐待への対応について」（ 令和７年３月27日付け警察本部長通達。以下「 本
部長通達」 と いう 。 ） １ （ ３ ） アにおいて示したと おり 、警察の対応状況等の記録を

用いて児童の身体の状況や保護者の対応等を客観的かつ具体的に記載し、司法審査に

係る時間的な制約を踏まえて、速やかに児童相談所に送付すること 。

⑵ 通告後の情報提供等

本部長通達１（ ３ ） ウにおいて示したと おり 、児童相談所への通告後においても、

児童相談所から求めがあっ た場合を含め、警察が保有する関連情報を必要かつ相当な

範囲で提供するなどして、児童相談所における一時保護状の請求及び一時保護状の請
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子発 0615 第 １ 号
障 発 0615 第 １ 号
令和４ 年６ 月 15日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

児童相談所設置市市長

厚生労働省子ども家庭局長

厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部長

（ 公 印 省 略 ）

「 児童福祉法等の一部を改正する法律」

の公布について（ 通知）

「 児童福祉法等の一部を改正する法律」（ 令和４年法律第66号。以下「 改正法」と いう 。）
については、本年６月８日に国会で可決・ 成立し、本日公布されたと ころである。改正の

趣旨及び概要は下記のと おり であり 、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、 その

周知徹底をお願いする。 また、都道府県知事におかれては、管内市町村（ 特別区を含む。

以下同じ。） への周知徹底を併せてお願いする。

改正法は、一部の規定を除き、令和６年４月１日から施行するこ と と している。今後、

必要な政省令等の改正を行い、その内容について別途通知する予定である。 また、改正法

の施行に際しての留意点、その内容等を踏まえた通知改正等についても、別途通知する。

なお、本通知は、地方自治法（ 昭和22年法律第67号） 第245条の４第１項の規定に基
づく 技術的助言である。

記

第一 改正の趣旨

児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童

福祉施策を推進するため、要保護児童等への包括的かつ計画的な支援の実施の市町村業

務への追加、市町村における児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行う こども家

庭センターの設置の努力義務化、一時保護開始時の要件及び手続の整備、入所措置や一

時保護の決定時における児童の意見聴取等の手続の整備、児童自立生活援助の対象者の

年齢制限の緩和、児童に対するわいせつ行為を行っ た保育士の再登録手続の厳格化等の

措置を講ずる。
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第二 改正法の主な内容

一 児童福祉法の一部改正

１ 市町村による包括的な支援のための体制の強化等に関する事項

（ 一） 市町村の業務と して、児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし

包括的な支援を必要と すると 認められる要支援児童及びその保護者、特定妊婦

等に対して、 これらの者に対する支援の種類及び内容その他の事項を記載した

計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行う ものと した。（ 第10条第１
項第４号関係）

（ 二） 市町村は、 こども家庭センターの設置に努めなければならないものと し、当

該センターは、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う こと を目的

と すると と もに、家庭からの相談に応ずるこ と 、 （ 一） の計画の作成その他の

包括的かつ計画的な支援を行う こと 、関係機関と の連絡調整、児童及び妊産婦

の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を円滑に行う ための体制の整備等の

業務を行う ほか、（ 三）の地域子育て相談機関と密接に連携を図るものと した。

（ 第10条の２関係）
（ 三） 市町村は、地域の住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行う

こと ができる地域子育て相談機関（ 保育所、認定こども園、地域子育て支援拠

点事業を行う 場所等であっ て、的確な相談及び助言を行う に足り る体制を有す

ると 市町村が認めるものをいう 。以下この（ 三） において同じ。 ） の整備等に

努めなければならないものと し、地域子育て相談機関は、必要に応じ、 こども

家庭センターと 連絡調整を行う と と もに、地域の住民に対し、子育て支援に関

する情報提供を行う よう 努めなければならないものと した。（ 第10条の３関係）
（ 四） 保育所は、地域の住民に対して、 その行う 保育に関し情報の提供を行わなけ

ればならないものと した。 （ 第48条の４第１項関係）
２ 児童等に対する支援の充実等に関する事項

（ 一） 障害児通所支援に関する事項

（ １ ） 肢体不自由のある児童を支援の対象と した医療型児童発達支援について全

ての障害児を対象と する児童発達支援に一元化するものと した。 （ 第６条の

２の２第２項関係）

（ ２ ） 放課後等デイサービスの対象と なる障害児に、専修学校等に就学している

障害児のう ち、 その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日におけ

る支援の必要があると 市町村長（ 特別区の区長を含む。 ） が認める者を加え

るものと した。 （ 第６条の２の２第３項関係）

（ ３ ） 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役

割を担う 機関と して、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的

な知識及び技術を必要と する児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、

指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その

他の必要な援助を行う こと を目的と する施設であるこ と を明確化するものと

した。 （ 第43条関係）
（ 二） 児童自立生活援助事業の対象者等に関する事項
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児童自立生活援助事業について、事業の実施場所を拡充するほか、満20歳以上
の措置解除者等であっ て政令で定めるもののう ち、大学の学生であること その他

のやむを得ない事情により 児童自立生活援助の実施が必要であると 都道府県知事

が認めたものを対象と するものと した。 （ 第６条の３第１項関係）

（ 三） 都道府県又は市町村等による事業の実施等に関する事項

（ １ ） 新たに創設する事業

イ 親子再統合支援事業と は、親子の再統合を図ること が必要と 認められる児童

及びその保護者に対して、児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言

その他の必要な支援を行う 事業をいう ものと した。 （ 第６条の３第 15項関係）
ロ 社会的養護自立支援拠点事業と は、措置解除者等又はこれに類する者が相互

の交流を行う 場所を開設し、 これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並

びにこれらの者の支援に関連する関係機関と の連絡調整その他の必要な支援を

行う 事業をいう ものと した。 （ 第６条の３第16項関係）
ハ 意見表明等支援事業と は、 ４の（ 二） の意見聴取等措置の対象と なる児童の

入所の措置又は一時保護等の措置（ ３の（ 四） 及び４において「 入所措置等」

と いう 。 ） を行う こ と に係る意見又は意向及び入所の措置その他の措置が採ら

れている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、

児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状

況に応じた適切な方法により 把握すると と もに、 これらの意見又は意向を勘案

して児童相談所、都道府県その他の関係機関と の連絡調整その他の必要な支援

を行う 事業をいう ものと した。 （ 第６条の３第17項関係）
ニ 妊産婦等生活援助事業と は、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他こ

れに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又

は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を

営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施

設その他の関係機関と の連絡調整、特別養子縁組に係る情報の提供その他の必

要な支援を行う 事業をいう ものと した。 （ 第６条の３第18項関係）
ホ 子育て世帯訪問支援事業と は、要支援児童の保護者等に対し、 その居宅にお

いて、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要

な支援を行う 事業をいう ものと した。 （ 第６条の３第19項関係）
ヘ 児童育成支援拠点事業と は、養育環境等に関する課題を抱える児童について、

当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係

機関と の連絡調整を行う と と もに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情

報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う 事業をいう ものと した。（ 第

６条の３第20項関係）
ト 親子関係形成支援事業と は、親子間における適切な関係性の構築を目的と し

て、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報

の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う 事業をいう ものと した。 （ 第

６条の３第21項関係）
（ ２ ） 事業の拡充
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イ 子育て短期支援事業について、保護者の心身の状況、児童の養育環境その他

の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行う こと が必要である

場合にあっ ては、当該保護者への支援を行う こと ができるものと した。 （ 第６

条の３第３項関係）

ロ 一時預かり事業について、子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育

所等において一時的に預かること が望ましいと認められる乳児又は幼児をその

対象者と して含むものと した。 （ 第６条の３第７項関係）

（ ３ ） 事業に関する手続等

イ 都道府県又は市町村は、 （ １ ） の事業が着実に実施されるよう 、必要な措置

の実施に努めなければならないものと した。 （ 第21条の９、第23条の２及び
第33条の６の２関係）
ロ 市町村、都道府県の設置する福祉事務所の長及び児童相談所長は、 （ １ ） の

ロの事業の実施が適当であると 認める者を、当該事業の実施に係る都道府県知

事に報告するものと し、福祉事務所を設置していない町村又は都道府県の設置

する福祉事務所の長及び児童相談所長は、 （ １ ） のニの事業の実施が適当であ

ると 認める者を、それぞれ、当該事業の実施に係る都道府県知事に報告し、又

は都道府県知事若しく は市町村の長に報告し、若しく は通知するものと し、児

童相談所長は、 （ １ ） のホからトまでの事業又は（ ２ ） のロの事業の実施が適

当であると 認める者を、当該事業の実施に係る市町村の長に通知するものと し

た。 （ 第25条の７、第25条の８及び第26条第１項関係）
ハ （ １ ） のロ若しく はニの事業を行う 都道府県又は（ １ ） のニの事業を行う 市

若しく は福祉事務所を設置する町村は、それぞれ、 ロ若しく は四による報告を

受けた児童等について、又はロ若しく は四による報告若しく は通知を受けた妊

産婦等について、必要があると 認めると きは、 これらの者に対し、当該事業の

利用を勧奨しなければならないものと した。 （ 第23条の３及び第33条の６の
３関係）

ニ 国及び都道府県以外の者による（ １ ） のイからニまでの事業、市町村、社会

福祉法人その他の者による（ １ ） のホ及びトの事業並びに国、都道府県及び市

町村以外の者による（ １ ） のヘの事業の実施に係る届出手続等について規定す

るものと した。 （ 第34条の７の２～第34条の７の７ 、第34条の 11、第34条
の 17の２及び第34条の 17の３関係）

（ 四） 市町村による利用勧奨及び措置

（ １ ） 市町村は、１の（ 一）の計画が作成された者その他の子育て短期支援事業、

養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支

援拠点事業又は親子関係形成支援事業（ 以下この（ 四） において「 家庭支援

事業」 と いう 。 ） の提供が必要であると 認められる者について、当該者に必

要な家庭支援事業（ 当該市町村が実施するものに限る。 ） の利用を勧奨し、

及びその利用ができるよう 支援しなければならないものと した。（ 第21条の
18第１項関係）

（ ２ ） 市町村は、（ １ ） の者が、（ １ ） の勧奨及び支援を行っ ても、なおやむを得
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ない事由により 当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用するこ と が著し

く 困難であると 認めると きは、当該者について、家庭支援事業による支援を

提供すること ができるものと した。 （ 第21条の 18第２項関係）
３ 都道府県等による支援に関する事項

（ 一） 里親支援に関する事項

（ １ ） 児童福祉施設と して、里親支援センターを追加するものと した。 （ 第７条

第１項関係）

（ ２ ） 里親支援センターは、里親支援事業を行う ほか、里親及び里親に養育され

る児童並びに里親になろう と する者について相談その他の援助を行う こと を

目的と する施設と し、同センターの長は、当該事業及び当該援助を行う に当

たっ ては、都道府県等の関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう 努

めなければならないものと した。 （ 第44条の３関係）
（ 二） 措置解除者等の自立支援

都道府県の業務と して、措置解除者等の実情を把握し、 その自立のために必要

な援助を行う ものと した。 （ 第11条第１項第２号ヌ関係）
（ 三） 障害児入所支援に関する事項

（ １ ） 都道府県は、障害児入所施設に在所している障害児等が、障害福祉サービ

ス等を利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むこと ができるよう 、

自立した日常生活又は社会生活への移行について、市町村その他の関係者と

の協議の場を設け、市町村その他の関係者と の連携及び調整を図ること その

他の必要な措置を講じなければならないものと した。 （ 第24条の 19第４項
関係）

（ ２ ） 都道府県は、障害児入所給付費等の支給を受けている者又は措置により 障

害児入所施設に在所等している者であっ て、障害福祉サービス等を利用しつ

つ自立した日常生活又は社会生活を営むこと が著しく 困難なものについて、

満20歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければ、又は障害児
入所施設に在所させる等の措置を採らなければその福祉を損なう おそれがあ

ると 認めると きは、当該者が満23歳に達するまで、引き続き障害児入所給付
費等を支給し、又は障害児入所施設に在所させる等の措置を採ること ができ

るものと した。 （ 第24条の 24第２項及び第31条の２関係）
（ 四） 関係機関への協力の求めに関する事項

都道府県知事又は児童相談所長は、入所措置等に関して必要があると 認めると

きは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学（ 大学の学部を含

む。 ） 、児童福祉施設、入所措置等に係る児童が在籍する又は在籍していた学校

その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求

めること ができるものと し、 これらの協力等を求められた者はこれに応ずるよう

努めなければならないものと した。 （ 第33条の３の２関係）
４ 児童の権利の擁護に関する事項

（ 一） 都道府県の業務と して、入所措置等その他の措置の実施及びこれらの措置の

実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審
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議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるよう にすること その他

の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行う ものと した。（ 第11条第１項第２
号リ 関係）

（ 二） 都道府県知事又は児童相談所長は、児童に入所措置等を採る場合又は入所措

置等を解除し、停止し、若しく は他の措置に変更する場合等においては、児童

の最善の利益を考慮すると と もに、児童の意見又は意向を勘案して入所措置等

を行う ために、 あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ

意見聴取その他の措置（ 以下この（ 二） において「 意見聴取等措置」 と いう 。）

をと らなければならないものと した。 ただし、児童の生命又は心身の安全を確

保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をと るいと まがな

いと きは、児童に入所措置等を採り 、又は入所措置等を解除し、停止し、若し

く は他の措置への変更等を行っ た後速やかに意見聴取等措置をと らなければな

らないものと した。 （ 第33条の３の３関係）
５ 一時保護に関する事項

（ 一） 一時保護開始時の要件及び手続の整備に関する事項

（ １ ） 児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると き、少年法第６条の６第１項

の規定により 事件の送致を受けたと きその他の内閣府令で定める場合であっ

て、必要があると 認めると きは、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委

託して、当該一時保護を行わせること ができるものと した。（ 第33条第１項
関係）

（ ２ ） 都道府県知事は、（ １ ） の場合であっ て、必要があると 認めると きは、児童

相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を

行う こと を委託させること ができるものと した。 （ 第33条第２項関係）
（ ３ ） 児童相談所長又は都道府県知事は、（ １ ） 又は（ ２ ） による一時保護を行う

と きは、次に掲げる場合を除き、一時保護を開始した日から起算して７日以

内に、 （ １ ） の場合に該当し、かつ、一時保護の必要があると 認められる資

料を添えて、 これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、

家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に（ ４ ） の一時保護状を請求しなければ

ならないものと した。 この場合において、一時保護を開始する前にあらかじ

め一時保護状を請求すること を妨げないものと した。 （ 第 33条第３項関係）
イ 当該一時保護を行う こと について当該児童の親権を行う 者又は未成年後見人

の同意がある場合

ロ 当該児童に親権を行う 者又は未成年後見人がない場合

ハ 当該一時保護をその開始した日から起算して７日以内に解除した場合

（ ４ ） 裁判官は、（ ３ ） の請求（ 以下この（ 一） において「 一時保護状の請求」 と

いう 。） のあっ た児童について、（ １ ） の場合に該当すると 認めると きは、一

時保護状を発するものと した。ただし、明らかに一時保護の必要がないと 認

めると きは、 この限り でないものと した。 （ 第33条第４項関係）
（ ５ ） （ ４ ） の一時保護状には、一時保護を行う 児童の氏名、一時保護の理由、発

付の年月日、裁判所名並びに有効期間及び有効期間経過後は一時保護を開始
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すること ができずこれを返還しなければならない旨（ （ ３ ） の後段に該当す

る場合に限る。 ） を記載し、裁判官がこれに記名押印しなければならないも

のと した。 （ 第33条第５項関係）
（ ６ ） 一時保護状の請求についての裁判は、判事補が単独ですること ができるも

のと した。 （ 第33条第６項関係）
（ ７ ） 児童相談所長又は都道府県知事は、裁判官が一時保護状の請求を却下する

裁判をしたと きは、速やかに一時保護を解除しなければならないものと した。

ただし、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じる

と 見込まれると きは、児童相談所長又は都道府県知事は、当該裁判があっ た

日の翌日から起算して３日以内に限り 、 （ １ ） の場合に該当し、かつ、一時

保護の必要があると 認められる資料及び一時保護を行わなければ児童の生命

又は心身に重大な危害が生じると 見込まれると 認められる資料を添えて、簡

易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官

がした裁判に対してはその裁判官が所属する裁判所にその裁判の取消しを請

求すること ができるものと した。 （ 第33条第７項関係）
（ ８ ） （ ７ ） のただし書の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で

決定をしなければならないものと した。 （ 第33条第８項関係）
（ ９ ） 児童相談所長又は都道府県知事は、 （ ７ ） のただし書による請求をすると

きは、一時保護状の請求についての裁判が確定するまでの間、引き続き一時

保護を行う こと ができるものと した。 （ 第33条第９項関係）
（ 10） （ ７ ） のただし書による請求を受けた裁判所は、当該請求がその規定に違

反したと き、又は請求が理由のないと きは、決定で請求を棄却しなければな

らないものと した。 （ 第33条第10項関係）
（ 11） （ ７ ） のただし書による請求を受けた裁判所は、当該請求が理由のあると

きは、決定で原裁判を取り消し、自ら一時保護状を発しなければならないも

のと した。 （ 第33条第11項関係）
（ 二） 一時保護施設の設備及び運営に関する事項

都道府県は、一時保護施設の設備及び運営について、条例で、児童の身体的、

精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保する基準を定めなければ

ならないものと した。なお、当該施設の運営について、条例で基準を定めなけれ

ばならない事項と して児童の安全の確保も含むこと と した。 （ 第12条の４関係）
６ 児童福祉司の任用要件等に関する事項

（ 一） 児童福祉司の任用に係る要件について、児童虐待を受けた児童の保護その他

児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者

に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及

び技術を有する者と して内閣府令で定めるものを追加した。（ 第13条第３項第
１号関係）

（ 二） 指導教育担当児童福祉司に係る要件について、 （ 一） の者のう ち、内閣府令

で定める施設において２年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で

定めるものにあっ ては、児童福祉司と しておおむね３年以上勤務した者であっ
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て、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものを追加し

た。 （ 第13条第６項関係）
７ 保育士の登録に関する事項

（ 一） 禁錮以上の刑に処せられた者は保育士と なること ができないものと するほか、

児童の福祉に関する法律の規定により 罰金の刑に処せられた者が保育士と なる

こと ができない期間を、 その執行を終えた日等から起算して２年間から３年間

と した。 （ 第18条の５関係）
（ 二） 都道府県知事は、保育士が児童生徒性暴力等（ 教育職員等による児童生徒性

暴力等の防止等に関する法律第２条第３項に規定する児童生徒性暴力等をいう 。

以下同じ。 ） を行っ たと 認められる場合には、その登録を取り消さなければな

らないものと した。 （ 第18条の 19第１項第３号関係）
（ 三） 都道府県知事は、（ 二） により 保育士の登録を取り消された者、（ 二） 以外の

理由により 保育士の登録を取り消された者のう ち、 その登録を受けた日以後の

行為が児童生徒性暴力等に該当していたと 判明した者等（ 以下この（ 三） 及び

（ 四） において「 特定登録取消者」 と いう 。） については、その行っ た児童生徒

性暴力等の内容等を踏まえ、特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の

事情により 保育士の登録を行う のが適当であると 認められる場合に限り 、保育

士の登録を行う こと ができるものと し、当該登録を行う に当たっ ては、あらか

じめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならないものと した。（ 第

18条の 20の２第１項及び第２項関係）
（ 四） 都道府県知事は、 （ 三） による登録を行おう と する際に必要があると 認める

と きは、保育士の登録を取り 消した都道府県知事その他の関係機関に対し、特

定登録取消者についてその行っ た児童生徒性暴力等の内容等を調査し、保育士

の登録を行う かどう かを判断するために必要な情報の提供を求めること ができ

るものと した。 （ 第18条の 20の２第３項関係）
（ 五） 保育士を任命し、又は雇用する者は、 その任命し、又は雇用する保育士につ

いて禁錮以上の刑に処せられた者若しく は児童の福祉に関する法律の規定によ

り 罰金の刑に処せられ、 その執行を終えた日等から３年を経過していない者に

該当すると 認めたと き、又は児童生徒性暴力等を行っ たと 思料すると きは、速

やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならないものと した。（ 第18条
の 20の３第１項関係）

（ 六） 国は、児童生徒性暴力等を行っ たこと により 保育士の登録を取り 消された者

及びそれ以外の理由により保育士の登録を取り消された者のう ちその登録を受

けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと 判明したものについて、

その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行っ た児童生徒性暴力等に関する情

報等に係るデータベースを整備するものと し、都道府県知事は、保育士が児童

生徒性暴力等を行っ たこと により その登録を取り消したと き、又はそれ以外の

理由により 保育士の登録を取り消した者についてその登録を受けた日以後の行

為が児童生徒性暴力等に該当していたと 判明したと きは、当該情報等を当該デ

ータベースに迅速に記録すること その他必要な措置を講ずるものと した。 （ 第
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18条の 20の４第１項及び第２項関係）
（ 七） 保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、又は雇用しよう と す

ると きは、 （ 六） のデータベースを活用するものと した。 （ 第18条の 20の４
第３項関係）

８ 認可を受けていない保育施設等の設置者に関する情報等の提供の求め等に関する事

項

（ 一） 都道府県知事は、認可を受けていない保育施設等の設置者に対して勧告を行

い、又は事業の停止若しく は施設の閉鎖を命ずるために必要があると認めると

きは、他の都道府県知事に対し、 その勧告又は命令の対象と なるべき施設の設

置者に関する情報その他の参考と なるべき情報の提供を求めるこ と ができるも

のと した。 （ 第59条第７項関係）
（ 二） 都道府県知事は、 （ 一） の施設について、事業の停止又は施設の閉鎖に関す

る命令をした場合には、その旨を公表すること ができるものと した。（ 第59条
第９項関係）

９ 児童の安全の確保に関する事項

児童福祉施設等の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき

事項と して児童の安全の確保を加えるものと した。 （ 第34条の 16第２項第２号及び
第45条第２項第３号関係）

10 都道府県及び市町村の支弁に関する事項

（ 一） 児童相談所長が児童又はその保護者を児童家庭支援センター等に委託して指

導させる場合等におけるこれらの指導に要する費用は、都道府県の支弁と する

ものと した。 （ 第50条第６号の４関係）
（ 二） 里親支援センターにおいて行う 里親支援事業に要する費用は、都道府県の支

弁と するものと した。 （ 第50条第７号関係）
（ 三） 都道府県が行う 児童自立生活援助の実施に要する費用は、満20歳以上の措置

解除者等で２の（ 二） に該当する者についても都道府県の支弁と するものと し

た。 （ 第50条第７号の３関係）
（ 四） ２の（ 四） の（ ２ ） の措置に要する費用は、市町村の支弁と するものと した。

（ 第51条第２号の２関係）

二 母子保健法の一部改正

１ 市町村は、母子保健に関する相談に応じなければならないものと し、母性並びに乳

児及び幼児に対する支援に関する計画の作成その他の支援を行う ものと した。 （ 第９

条の２関係）

２ 一の１の（ 二） のこども家庭センターは、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及

び増進に関する包括的な支援を行う こ と を目的と して、母子保健に関する相談や保健

指導、１の支援等の事業を行う ものと した。 （ 第22条関係）

三 社会福祉法の一部改正

一の２の（ 三） の（ １ ） の親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表



- 10 -

明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事

業及び親子関係形成支援事業並びに一の３の（ 一） の（ １ ） の里親支援センターを経営

する事業を第２種社会福祉事業に追加するものと した。 （ 第２条第３項第２号関係）

四 売春防止法の一部改正

婦人相談所長は、要保護女子であっ て配偶者のない女子等及びその者の監護すべき児

童について、一の２の（ 三） の（ １ ） のニの妊産婦等生活援助事業の実施が適当である

と 認めたと きは、これらの者を当該事業の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、

又は通知しなければならないものと した。 （ 第36条の２関係）

五 児童虐待の防止等に関する法律の一部改正

児童相談所長が、児童虐待を受けたと 思われる児童等のう ち一の２の（ 三） の（ １ ）

のニの妊産婦等生活援助事業、一の２の（ 三） の（ ２ ） のロの一時預かり 事業、一の２

の（ 三） の（ １ ） のホの子育て世帯訪問支援事業、一の２の（ 三） の（ １ ） のヘの児童育

成支援拠点事業又は一の２の（ 三） の（ １ ） のトの親子関係形成支援事業の実施が適当

であると認めるものを、 これらの事業の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、

又は通知するものと した。 （ 第８条第２項関係）

六 国家戦略特別区域法の一部改正

国家戦略特別区域限定保育士の登録に関して、一の７と 同様の改正を行う こと と した。

（ 第12条の５関係）

第三 経過措置及び関係法律の整備

この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めると と もに、関係法律について所要の

改正を行う こと と した。 （ 附則第３条～第23条関係）

第四 施行期日

この法律は、令和６年４月１日から施行すること と した。ただし、次に掲げる事項は、

それぞれ次に定める日から施行すること と した。

一 一の８ 令和４年９月15日
二 一の７（ （ 一） から（ 五） までに限る。） 及び９並びに六の一部 令和５年４月１日

三 一の７（ （ 六） 及び（ 七） に限る。） 及び六の一部 公布の日から起算して２年を超

えない範囲内において政令で定める日

四 一の５の（ 一） 公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定め

る日



令和・年・月・・日 水曜日 (号外第・・・号)官 報

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
六
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

法
律
第
六
十
六
号

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
九
項
」
の
下
に
「
、
第
十
八
条
の
二
十
の
二
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
以

下
」
を
「
第
九
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
す
る
。
」
の
下
に
「
第
十
八
条
の
二
十
の
二
第
二
項
、」
を

加
え
る
。

第
十
八
条
の
五
第
二
号
中
「
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か

ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
」
を
「
処
せ
ら
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」に
改
め
、

同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
第
三
号
又
は
」
に
、

「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
十
九
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止

等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
行
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

・・



令和・年・月・・日 水曜日 (号外第・・・号)官 報

第
十
八
条
の
二
十
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
二
十
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
第
十
八
条
の
五
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
登
録
取
消
者
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
つ
た
児
童
生
徒
性
暴

力
等
の
内
容
等
を
踏
ま
え
、
当
該
特
定
登
録
取
消
者
の
改
善
更
生
の
状
況
そ
の
他
そ
の
後
の
事
情
に
よ
り
保
育
士

の
登
録
を
行
う
の
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
保
育
士
の
登
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
保
育
士
又
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
（
国
家
戦
略
特

別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、
保
育
士
又
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
登
録
を
取
り
消

さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
保
育
士
又
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
登
録
を
受
け
た
日
以
後
の
行
為
が
児

童
生
徒
性
暴
力
等
に
該
当
し
て
い
た
と
判
明
し
た
者

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
の
登
録
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県

児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
の
登
録
を
行
お
う
と
す
る
際
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
第
十
八
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
の
登
録
を
取
り
消
し
た
都
道
府
県
知
事
（
国
家
戦
略
特
別
区
域

法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
り
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育

士
の
登
録
を
取
り
消
し
た
都
道
府
県
知
事
を
含
む
。
）そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
当
該
特
定
登
録
取
消
者
に
つ

い
て
そ
の
行
つ
た
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
内
容
等
を
調
査
し
、
保
育
士
の
登
録
を
行
う
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
の
二
十
の
三

保
育
士
を
任
命
し
、
又
は
雇
用
す
る
者
は
、
そ
の
任
命
し
、
又
は
雇
用
す
る
保
育
士
に
つ

い
て
、
第
十
八
条
の
五
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
、
又
は
当
該
保
育
士
が
児
童
生
徒

性
暴
力
等
を
行
つ
た
と
思
料
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刑
法
の
秘
密
漏
示
罪
の
規
定
そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
虚

偽
で
あ
る
も
の
及
び
過
失
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
十
六
第
二
項
第
二
号
中
「
処
遇
」
の
下
に
「
及
び
安
全
」
を
加
え
、

「
及
び
秘
密
」
を
「
並
び
に
秘

密
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
第
三
号
中
「
処
遇
」
の
下
に
「
及
び
安
全
」
を
加
え
、

「
及
び
秘
密
」
を
「
並
び
に
秘
密
」
に

改
め
、

「

、
妊
産
婦
の
安
全
の
確
保
」
を
削
る
。

第
五
十
九
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
の
勧
告
又
は
第
五
項
の
命
令
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他

の
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
そ
の
勧
告
又
は
命
令
の
対
象
と
な
る
べ
き
施
設
の
設
置
者
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の

参
考
と
な
る
べ
き
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
五
項
の
命
令
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
一
条
の
十
七
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
八
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
の
指
導
、
知
識
技
能
の

付
与
、
集
団
生
活
へ
の
適
応
訓
練
」
を
「
及
び
知
識
技
能
の
習
得
並
び
に
集
団
生
活
へ
の
適
応
の
た
め
の
支
援
」
に
、

「
供
与
す
る
」
を
「
供
与
し
、
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
治
療
（
上
肢
、
下
肢
又
は

体
幹
の
機
能
の
障
害
（
以
下
「
肢
体
不
自
由
」
と
い
う
。
）
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十

一
条
の
五
の
二
第
一
号
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）を
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
又
は
専
修
学
校
等
（
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
及
び
同
法
第
百
三
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、

「障
害
児
」
の
下
に
「
（
専
修
学

校
等
に
就
学
し
て
い
る
障
害
児
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
授
業
の
終
了
後
又
は
休
業
日
に
お

け
る
支
援
の
必
要
が
あ
る
と
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）
」を
加
え
、

「
訓
練
」
を
「
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
」
を
削
り
、

「
の
指
導
、
」
を
「
及
び
」

に
、「
付
与
、
」を
「
習
得
並
び
に
」
に
、「
訓
練
」
を
「
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事

業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
住
居
」
の
下
に
「
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
次

号
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

満
二
十
歳
以
上
の
措
置
解
除
者
等
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
学
校
教
育
法
第
五
十
条
に
規
定

す
る
高
等
学
校
の
生
徒
で
あ
る
こ
と
、
同
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学
生
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政

令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
と
都
道
府
県
知
事
が
認

め
た
も
の

第
六
条
の
三
第
三
項
中
「
必
要
な
保
護
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
支
援
（
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、
児
童
の
養
育
環

境
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
、
児
童
と
共
に
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
支
援
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
保
護
者
へ
の
支
援
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
家
庭
に
お
い
て
保
育（
養
護
及
び
教
育
（
第

三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
満
三
歳
以
上
の
幼
児
に
対
す
る
教
育
を
除
く
。
）を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）を
受
け
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
乳
児
又
は
幼
児
」
を
「
次
に
掲
げ
る
者
」
に
改
め
、「
場
所
」
の
下

に
「
（
第
二
号
に
お
い
て
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

家
庭
に
お
い
て
保
育
（
養
護
及
び
教
育
（
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
満
三
歳
以
上
の
幼
児
に
対

す
る
教
育
を
除
く
。
）を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
乳
児
又

は
幼
児

二

子
育
て
に
係
る
保
護
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
保
育
所
等
に
お
い
て
一
時
的
に
預
か
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
認
め
ら
れ
る
乳
児
又
は
幼
児

第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
中「
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
七
項
を
加
え

る
。

こ
の
法
律
で
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
と
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
親
子
の
再
統
合
を
図
る

こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
（
以
下
単
に
「
児
童
虐
待
」
と
い
う
。
）
の
防
止
に
資
す

る
情
報
の
提
供
、
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
と
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
措
置
解
除
者

等
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
が
相
互
の
交
流
を
行
う
場
所
を
開
設
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談

及
び
助
言
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
支
援
に
関
連
す
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
事

業
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
意
見
表
明
等
支
援
事
業
と
は
、
第
三
十
三
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
意
見
聴
取
等
措
置
の
対
象

と
な
る
児
童
の
同
条
各
号
に
規
定
す
る
措
置
を
行
う
こ
と
に
係
る
意
見
又
は
意
向
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三

号
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
の
者
の
当
該
措
置
に
お
け
る
処
遇
に
係
る
意
見
又
は
意

向
に
つ
い
て
、
児
童
の
福
祉
に
関
し
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
者
が
、
意
見
聴
取
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
の
状
況
に

応
じ
た
適
切
な
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
意
見
又
は
意
向
を
勘
案
し
て
児
童
相
談
所
、
都
道

府
県
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
と
は
、
家
庭
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
特
定
妊
婦
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
者
及
び
そ
の
者
の
監
護
す
べ
き
児
童
を
、
生
活
す
べ
き
住
居
に
入
居
さ
せ
、
又
は
当
該
事
業
に
係
る
事
業

所
そ
の
他
の
場
所
に
通
わ
せ
、
食
事
の
提
供
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
の
供
与
、
児
童
の
養
育

に
係
る
相
談
及
び
助
言
、
母
子
生
活
支
援
施
設
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
（
以
下
単
に
「
特
別
養
子
縁
組
」
と

い
う
。
）
に
係
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
と
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
要
支
援
児
童
の
保

護
者
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
子
育
て
に
関
す
る
情
報
の
提
供
並
び
に

家
事
及
び
養
育
に
係
る
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

・・
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こ
の
法
律
で
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
と
は
、
養
育
環
境
等
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
児
童
に
つ
い
て
、
当

該
児
童
に
生
活
の
場
を
与
え
る
た
め
の
場
所
を
開
設
し
、
情
報
の
提
供
、
相
談
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を

行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
必
要

な
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
と
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
親
子
間
に
お
け
る
適

切
な
関
係
性
の
構
築
を
目
的
と
し
て
、
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
当
該
児
童
の
心
身
の
発
達
の
状
況
等
に

応
じ
た
情
報
の
提
供
、
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

第
七
条
第
一
項
中「
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
入
院
す
る
障
害
児
に
」
を
「
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機

構
若
し
く
は
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
置
す
る
医
療
機
関
で
あ
つ
て
内
閣
総

理
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）に
入
院
す
る
障
害
児
に
」
に
、「
の
指
導

及
び
知
識
技
能
の
付
与
」
を
「
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
及
び
独
立
自
活
に
必
要
な
知
識
技
能
の
習
得
の
た
め
の
支

援
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
心
身
の
状
況
等
に
照
ら
し
包
括
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
と
認
め
ら
れ

る
要
支
援
児
童
等
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
支
援
の
種
類
及
び
内
容
そ
の
他
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
の
作
成
そ
の
他
の
包
括
的
か
つ
計
画
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

第
十
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二

市
町
村
は
、
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
す
る
包

括
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
す
る
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。

三

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
並
び
に
児
童
の
健
全
育
成
に
資
す
る
支
援
を
行
う
者
の
確
保
、
当
該
支
援
を
行
う

者
が
相
互
の
有
機
的
な
連
携
の
下
で
支
援
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
児
童
及
び
妊
産
婦
の

福
祉
並
び
に
児
童
の
健
全
育
成
に
係
る
支
援
を
促
進
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
家
庭
そ
の
他
に
つ
き
、
必
要
な
支
援

を
行
う
こ
と
。

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域

子
育
て
相
談
機
関
と
密
接
に
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
条
の
三

市
町
村
は
、
地
理
的
条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件
、
子
育
て
に
関
す
る
施
設
の

整
備
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
定
め
る
区
域
ご
と
に
、そ
の
住
民
か
ら
の
子
育
て
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、

必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
地
域
子
育
て
相
談
機
関
（
当
該
区
域
に
所
在
す
る
保
育
所
、認
定
こ
ど
も
園
、

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
を
行
う
場
所
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
で
あ
つ
て
、
的
確
な
相
談
及
び
助

言
を
行
う
に
足
り
る
体
制
を
有
す
る
と
市
町
村
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
域
子
育
て
相
談
機
関
は
、
前
項
の
相
談
及
び
助
言
を
行
う
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
と

連
絡
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
住
民
に
対
し
、
子
育
て
支
援
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
は
、
そ
の
住
民
に
対
し
、
地
域
子
育
て
相
談
機
関
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
チ
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
」
及
び
「
（
第
三
十
三
条
の
六
の
二
に
お
い
て
「
特
別
養
子
縁
組
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

リ

児
童
養
護
施
設
そ
の
他
の
施
設
へ
の
入
所
の
措
置
、
一
時
保
護
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
の
実
施
及
び
こ
れ

ら
の
措
置
の
実
施
中
に
お
け
る
処
遇
に
対
す
る
児
童
の
意
見
又
は
意
向
に
関
し
、
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議

会
そ
の
他
の
機
関
の
調
査
審
議
及
び
意
見
の
具
申
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
児
童
の
権
利
の

擁
護
に
係
る
環
境
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

ヌ

措
置
解
除
者
等
の
実
情
を
把
握
し
、
そ
の
自
立
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

第
十
一
条
第
四
項
中
「
次
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
四
中
「
施
設
」
の
下
に
「
（
以
下
「
一
時
保
護
施
設
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。都

道
府
県
は
、
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
条
例
で
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
基
準
は
、
児
童
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
に
必
要
な
生
活
水
準

を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基

準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一

一
時
保
護
施
設
に
配
置
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数

二

一
時
保
護
施
設
に
係
る
居
室
の
床
面
積
そ
の
他
一
時
保
護
施
設
の
設
備
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
児
童
の

適
切
な
処
遇
の
確
保
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

三

一
時
保
護
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
児
童
の
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の

保
持
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

第
十
三
条
第
二
項
中
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
児
童
虐
待
（
以
下
単
に
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
八
号
中
「
前
各
号
」
を
「
第
二

号
か
ら
前
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
三
号
か
ら

第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
保
護
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
な
対
応
を
要
す
る
事
項
に
つ
い

て
、
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
相
談
及
び
必
要
な
指
導
等
を
通
じ
て
的
確
な
支
援
を
実
施
で
き
る
十
分

な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

第
十
三
条
第
六
項
中
「
以
上
」
の
下
に
「
（
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
施
設
に

お
い
て
二
年
以
上
相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
者
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
お
お
む
ね
三

年
以
上
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
二
十
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
二
十
の
四

国
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
氏
名
、
保
育
士
の
登
録
の
取
消
し
の
事
由
、
行

つ
た
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
事
項
に
係
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
整

備
す
る
も
の
と
す
る
。

一

児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
保
育
士
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、
保
育
士
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
保
育
士
の
登
録

を
受
け
た
日
以
後
の
行
為
が
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
該
当
し
て
い
た
と
判
明
し
た
者

都
道
府
県
知
事
は
、
保
育
士
が
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
、

又
は
保
育
士
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
（
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
保
育
士
の
登
録
を
取
り

消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
の
保
育
士
の
登
録
を
受
け
た
日
以
後
の
行
為
が
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
該
当
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
前
項
の
情
報
を
同
項
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
迅
速
に
記
録
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

保
育
士
を
任
命
し
、
又
は
雇
用
す
る
者
は
、
保
育
士
を
任
命
し
、
又
は
雇
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
含
む
。
）
を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

・・



令和・年・月・・日 水曜日 (号外第・・・号)官 報

第
二
十
一
条
の
五
の
二
第
一
号
中
「
児
童
発
達
支
援
」
の
下
に
「
（
治
療
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
」
を
加
え
、
同
条

中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
中
「
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
（
以
下
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」

と
総
称
す
る
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
十
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
五
の
十
四
中
「
指
定
障
害
児

通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
中「
（
医
療
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
第
七
号
を
除

く
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
一
項
中
「
及
び
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
の
設
置
者
（
以
下
「
指
定
障
害
児
事
業
者

等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
指
定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援

事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
一
項
中
「
指
定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、

「
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
指
定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定

障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
三
項
中
「
第
一
項
（
」
及
び
「
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一
項
中
「
指
定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改

め
、「
（
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
の
設
置
者
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中「
指

定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中「
指
定
障
害
児
事
業
者
等
」

を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、

「
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
六
第
一
項
中
「
指
定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
及
び
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
の
設
置
者
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障

害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
指

定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
一
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業

者
」
に
、「
医
療
型
児
童
発
達
支
援
」
を
「
児
童
発
達
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事

業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
二
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定

障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
九
中
「
及
び
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
」
を
「
、
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
、
子
育
て
世
帯

訪
問
支
援
事
業
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
及
び
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
二
節
第
六
款
中
第
二
十
一
条
の
十
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
十
八

市
町
村
は
、
第
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
が
作
成
さ
れ
た
者
、
第
二
十
六
条
第

一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
児
童
そ
の
他
の
者
そ
の
他
の
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
養
育
支
援
訪

問
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
又
は
親
子
関
係
形
成
支

援
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
家
庭
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
の
提
供
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ

い
て
、
当
該
者
に
必
要
な
家
庭
支
援
事
業
（
当
該
市
町
村
が
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
を
勧
奨
し
、
及
び

そ
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
中
「
母
子
保
健
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」

を
「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
中
「
が
適
当
」
を
「
又
は
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
実
施
が
適
当
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
助
産
」
を
「
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施
、
助
産
」
に
改
め
、
同
項
第
四

号
中
「
が
適
当
」
を
「
又
は
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
実
施
が
適
当
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
八
第
三
号
中
「
保
育
の
利
用
等
」
を
「
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施
又
は
保
育
の
利
用
等
」

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
が
適
当
」
を
「
又
は
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
実
施
が
適
当
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
中
「
保
育
の
利
用
等
」
を
「
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施
又
は
保
育
の
利
用
等
」

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
が
適
当
」
を
「
又
は
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
実
施
が
適
当
」
に
改
め
、
同

項
第
八
号
中
「
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
」
を
「
一
時
預
か
り
事
業
、
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
、
子
育
て
世

帯
訪
問
支
援
事
業
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
、
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
中
「
第
四
十
四
条
の
三
」
を
「
第
四
十
四
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
二

都
道
府
県
等
は
、
児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所

の
所
管
区
域
内
に
お
い
て
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
の
実
施
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
の
三

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
行
う
都
道
府
県
等
は
、
第
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号
、
第
二

十
五
条
の
八
第
三
号
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
又
は
売
春
防
止
法
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

報
告
又
は
通
知
を
受
け
た
妊
産
婦
又
は
そ
の
者
の
監
護
す
べ
き
児
童
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
妊
産
婦
に
対
し
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
利
用
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
十
九
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
は
、
障
害
児
入
所
施
設
に
在
所
し
、
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
障
害
児
並
び

に
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等

の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
施
設
に
在
所
し
、
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
者
が
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
協
議
の

場
を
設
け
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
及
び
調
整
を
図
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
次
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」を
「
前

二
項
」
に
改
め
、「
第
二
十
四
条
の
十
九
」
の
下
に
「
（
第
四
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の

下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
つ
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生

活
を
営
む
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
満
二
十
歳
に
到
達
し
て
も
な

お
引
き
続
き
指
定
入
所
支
援
を
受
け
な
け
れ
ば
そ
の
福
祉
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
者

が
満
二
十
歳
に
達
し
た
後
に
お
い
て
も
、
当
該
者
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
者
が
満
二
十
三
歳
に
達
す
る
ま
で
、

内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
引
き
続
き
障
害
児
入
所
給
付
費
等
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
及
び
支
援
を
行
つ
て
も
、
な
お
や
む
を
得
な

い
事
由
に
よ
り
当
該
勧
奨
及
び
支
援
に
係
る
家
庭
支
援
事
業
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
者
に
つ
い
て
、
家
庭
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・・
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第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
限
る
」
の
下
に
「
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、「
同
項
第
三
号
」
を
「
第

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
限
る
」
の
下
に
「
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加

え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
二

都
道
府
県
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
施
設

に
在
所
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活

又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
満
二
十
歳
に
到

達
し
て
も
な
お
引
き
続
き
在
所
さ
せ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
そ
の
福
祉
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
者
が
満
二
十
三
歳
に
達
す
る
ま
で
、
引
き
続
き
当
該
者
を
障
害
児
入
所
施
設
に
在
所
さ
せ
る
措
置
を

採
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
施
設
に
在
所
し
て
い

る
者
又
は
委
託
を
継
続
し
て
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
肢
体
不
自
由
の
あ
る
者
若
し
く
は
重
度

の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重
複
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
者
に
つ
い
て
、
満
二
十
歳
に
到
達
し
て
も
な
お
引
き
続
き
在
所
又
は
入
院
さ
せ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば

そ
の
福
祉
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
者
が
満
二
十
三
歳
に
達
す
る
ま
で
、
引
き
続
き
当

該
者
を
こ
れ
ら
の
施
設
に
在
所
さ
せ
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
継
続
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
措
置
を

相
互
に
変
更
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
措
置
と
み
な
す
。

第
一
項
又
は
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
相
談
所
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
実
施
の
権
限
」
の
下
に
「
、
第
二
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
及
び
支

援
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
権
限
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
八
項
第
二
号
中
「
が
適
当
」
を
「
又
は
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
実
施
が
適
当
」
に
改

め
る
。

第
三
十
三
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
三
の
二

都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
病
院
、
診
療
所
、
医
学
に
関
す
る
大
学
（
大
学
の
学
部
を
含
む
。
）、
児

童
福
祉
施
設
、
当
該
措
置
に
係
る
児
童
が
在
籍
す
る
又
は
在
籍
し
て
い
た
学
校
そ
の
他
必
要
な
関
係
機
関
、
関
係

団
体
及
び
児
童
の
福
祉
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、

意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置

二

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置

三

第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置

前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他

必
要
な
協
力
を
求
め
ら
れ
た
者
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
三
の
三

都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
の
最
善

の
利
益
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
児
童
の
意
見
又
は
意
向
を
勘
案
し
て
措
置
を
行
う
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
年

齢
、
発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応
じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
意

見
聴
取
等
措
置
」
と
い
う
。
）
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
の
生
命
又
は
心
身
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
緊
急
を
要
す
る
場
合
で
、
あ
ら
か
じ
め
意
見
聴
取
等
措
置
を
と
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
次
に
規
定
す

る
措
置
を
行
つ
た
後
速
や
か
に
意
見
聴
取
等
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
を
採
る
場
合
又
は
当
該
措
置
を
解
除
し
、
停
止
し
、
若
し
く
は
他
の
措

置
に
変
更
す
る
場
合

二

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の
措
置
を
採
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
措
置

を
解
除
し
、
停
止
し
、
若
し
く
は
他
の
措
置
に
変
更
す
る
場
合

三

第
二
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
措
置
の
期
間
を
更
新
す
る

場
合

四

第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
を
行
う
場
合
又
は
こ
れ
を
解
除
す
る
場
合

第
三
十
三
条
の
四
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
六
」
の
下
に
「
、
第
二
十
一
条
の
十
八
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条

第
五
号
中
「
満
二
十
歳
未
満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
又
は
満
二
十
歳
以
上
義
務
教
育
終
了
児
童
等
」
を
「
措
置
解
除

者
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
五
中
「
第
二
十
一
条
の
六
」
の
下
に
「
、
第
二
十
一
条
の
十
八
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
中
「
満
二
十
歳
未
満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
の
」
を
「
第
六
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
児
童
自
立
生
活
援
助
対
象
者
」
と
い
う
。）
の
」
に
、

「

そ
の
満
二
十
歳
未
満
義
務

教
育
終
了
児
童
等
」
を
「
そ
の
児
童
自
立
生
活
援
助
対
象
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
満

二
十
歳
未
満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
」
を
「
児
童
自
立
生
活
援
助
対
象
者
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
六
の
三
を
第
三
十
三
条
の
六
の
五
と
し
、
第
三
十
三
条
の
六
の
二
を
第
三
十
三
条
の
六
の
四
と
し
、

第
三
十
三
条
の
六
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
六
の
二

都
道
府
県
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
及
び
措
置
解
除
者
等
の
自
立
に
資
す
る
た
め
、
そ
の

区
域
内
に
お
い
て
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
及
び
意
見
表
明
等
支
援
事
業
が

着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
六
の
三

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
を
行
う
都
道
府
県
は
、
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
三

号
若
し
く
は
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
五
条
の
八
第
四
号
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
受
け
た
児
童
又
は
第
三
十
三
条
第
八
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
満
二
十
歳
未
満
義
務
教
育

終
了
児
童
等
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点

事
業
の
利
用
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
十
及
び
第
三
十
三
条
の
十
四
第
二
項
中
「
第
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施

設
」
を
「
一
時
保
護
施
設
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
七
中「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
六
条
を

加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
七
の
二

都
道
府
県
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
又
は
意
見
表

明
等
支
援
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
は
、
内
閣
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
又
は
意
見
表

明
等
支
援
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
の
日

か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
又
は
意
見
表
明

等
支
援
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
又
は
意
見
表
明
等
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
は
、

そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
個
人
の
身
上
に
関
す
る
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
七
の
三

都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
親
子
再
統

合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
若
し
く
は
意
見
表
明
等
支
援
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要

と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
事
務
所
若

し
く
は
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

・・



令和・年・月・・日 水曜日 (号外第・・・号)官 報

第
三
十
四
条
の
七
の
四

都
道
府
県
知
事
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
又
は
意

見
表
明
等
支
援
事
業
を
行
う
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す

る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
係
る
児
童
若

し
く
は
そ
の
保
護
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
制
限
又
は
停

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
の
七
の
五

都
道
府
県
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
は
、
内
閣
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
の
日

か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
個
人
の
身
上
に
関
す

る
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
七
の
六

都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
関

係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
事
務
所
若
し
く
は
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の

物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
の
七
の
七

都
道
府
県
知
事
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ

に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営

利
を
図
り
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
係
る
妊
産
婦
、
児
童
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を

し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
の
十
一
中
「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
」
の
下
に
「
、
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
又
は
親
子
関

係
形
成
支
援
事
業
」
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
の
三
を
第
四
十
四
条
の
四
と
し
、
第
四
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
の
三

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
里
親
支
援
事
業
を
行
う
ほ
か
、
里
親
及
び
里
親
に
養
育
さ
れ
る
児
童

並
び
に
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
里
親
支
援
事
業
及
び
前
項
に
規
定
す
る
援
助
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府

県
、
市
町
村
、
児
童
相
談
所
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
他
の
児
童
福
祉
施
設
、
教
育
機
関
そ
の
他
の
関
係
機

関
と
相
互
に
協
力
し
、
緊
密
な
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
の
三
中
「
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
中
「
対
し
て
」
を
「
対
し
て
、
」に
、「
行
い
、
並
び
に
そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い
限

り
に
お
い
て
、
乳
児
、
幼
児
等
の
保
育
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
及
び
助
言
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
行

わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

保
育
所
は
、
当
該
保
育
所
が
主
と
し
て
利
用
さ
れ
る
地
域
の
住
民
に
対
し
て
、
そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い

限
り
に
お
い
て
、
乳
児
、
幼
児
等
の
保
育
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
及
び
助
言
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
四
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条

こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
の
三
各
項
に
規
定
す
る
事
業
及
び
児
童
福
祉
施
設
の
職

員
そ
の
他
児
童
福
祉
施
設
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
定
め
る
。

第
五
十
条
第
六
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
四

児
童
相
談
所
長
が
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
導
を
委
託
し
た
場
合
又
は
都
道
府
県
が

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
導
を
委
託
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
指
導
に
要
す
る
費
用

第
五
十
条
第
七
号
中
「
除
く
」
を
「
除
き
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
行
う
里
親
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用

を
含
む
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
の
三
中「
（
満
二
十
歳
未
満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削

る
。第

五
十
一
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

第
二
十
一
条
の
十
八
第
二
項
の
措
置
に
要
す
る
費
用

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
に
規
定
す
る
費
用
」
の
下
に
「
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
里
親

支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
行
う
里
親
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
十
六
条
の
六
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
六
」
の
下
に
「
、
第
二
十
一
条
の
十
八
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
中
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
の
下
に
「
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
」
を
加
え
る
。

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改

め
る
。

第
六
十
二
条
第
四
号
中「
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

第
三
条

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
第
十
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
三
十
三
条
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
七
項
か
ら

第
二
十
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
十
七
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
十
七
の
二

市
町
村
は
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
出
て
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、

変
更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
個
人
の
身
上
に
関
す

る
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
十
七
の
三

市
町
村
長
は
、
児
童
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
児
童
育
成
支

援
拠
点
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し

て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

市
町
村
長
は
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
を
行
う
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は

こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は
そ

の
事
業
に
係
る
児
童
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
そ

の
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
第
三
号
中
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

第
四
十
二
条
第
一
号
中
「
、
日
常
生
活
の
指
導
」
を
「
並
び
に
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
」
に
、「
付
与
」

を
「
習
得
の
た
め
の
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
の
指
導
、
」を
「
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
及
び
」
に
、

「付

与
及
び
」
を
「
習
得
の
た
め
の
支
援
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
」
を
「
地
域
の
障
害
児
の
健
全
な
発
達
に
お
い
て
中
核
的
な

役
割
を
担
う
機
関
と
し
て
」
に
、

「
当
該
各
号
に
定
め
る
支
援
を
提
供
す
る
」
を
「
高
度
の
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術

を
必
要
と
す
る
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
、
あ
わ
せ
て
障
害
児
の
家
族
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
そ
の
他
の

関
係
者
に
対
し
、
相
談
、
専
門
的
な
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

・・
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第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
児
童
相
談
所
長
は
」
の
下
に
「
、
児
童
虐
待
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
少
年
法
第
六
条

の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
件
の
送
致
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
で
あ
つ
て
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
の
下
に
「
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
つ
て
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
本
文
」
を
「
第
十
四
項
本
文
」
に
改

め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
八
項
各
号
」
を
「
第
十
七
項

各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
九
項
を
加

え
る
。児

童
相
談
所
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
を
除
き
、
一
時
保
護
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
、
か

つ
、
一
時
保
護
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
所
属
す
る
官
公
署
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
に
次
項
に
規
定
す
る
一
時
保
護
状
を
請
求
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
時
保
護
を
開
始
す
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
一
時
保
護
状
を
請
求
す

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

当
該
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
当
該
児
童
の
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
の
同
意
が
あ
る
場

合
二

当
該
児
童
に
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
が
な
い
場
合

三

当
該
一
時
保
護
を
そ
の
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
解
除
し
た
場
合

裁
判
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
時
保
護
状
の
請
求
」
と
い
う
。）
の
あ
つ

た
児
童
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
時
保
護
状
を
発
す
る
。
た
だ

し
、
明
ら
か
に
一
時
保
護
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
の
一
時
保
護
状
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
後
段
に
該
当

す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
記
載
し
、
裁
判
官
が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
時
保
護
を
行
う
児
童
の
氏
名

二

一
時
保
護
の
理
由

三

発
付
の
年
月
日

四

裁
判
所
名

五

有
効
期
間
及
び
有
効
期
間
経
過
後
は
一
時
保
護
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
ず
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
一
時
保
護
状
の
請
求
に
つ
い
て
の
裁
判
は
、
判
事
補
が
単
独
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
母
子
保
健
事
業

第
二
十
二
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
業
を
行
い
、
又
は
こ
れ
ら
の
事
業
に
併
せ
て
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
」
を
「
こ
ど

も
家
庭
セ
ン
タ
ー
は
、
児
童
福
祉
法
第
十
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
」
に
、「
す
る
施
設
」
を
「
し

て
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
又
は
こ
れ
ら
の
事
業
に
併
せ
て
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
も
の
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
福
祉
」
を
削
り
、「
そ
の
他
母
性
並
び
に
乳
児
及
び
幼
児
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進

に
関
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
」
を
「
並
び
に
第
九
条
の
二
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同

条
第
三
項
中
「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
に
、「
相
談
、
指
導
及
び
助
言
」
を

「
指
導
及
び
助
言
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
相
談
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
又
は
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
」
を
「
、
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
、
親
子
再

統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
、
意
見
表
明
等
支
援
事
業
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
、
子
育

て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
又
は
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
」
に
、

「
又
は
児
童
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
」
を
「
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
の
二
第
一
号
中
「
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
拠
点
に
お
い
て
同
条
に
規
定
す
る
支
援
を
行
う
」
を
「
第

十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
支
援
に
係
る
事
業
若
し
く
は
母
子

保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
号
を
削

り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
百
六
条
の
四
第
三
項
中
「
母
子
保
健
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を

「
児
童
福
祉
法
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

（
売
春
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
の
二
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
の
三
第
十
八
項
に
規
定
す
る
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事

業
の
実
施
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
」
に
、

「
当
該
」
を
「
当
該
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施
又
は
当
該
」

に
改
め
る
。

児
童
相
談
所
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
裁
判
官
が
一
時
保
護
状
の
請
求
を
却
下
す
る
裁
判
を
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
一
時
保
護
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
時
保
護
を
行
わ
な
け
れ
ば
児
童
の
生
命
又
は

心
身
に
重
大
な
危
害
が
生
じ
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
児
童
相
談
所
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
裁
判
が

あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
日
以
内
に
限
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
、
か
つ
、
一
時
保
護

の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
資
料
及
び
一
時
保
護
を
行
わ
な
け
れ
ば
児
童
の
生
命
又
は
心
身
に
重
大
な
危
害
が

生
じ
る
と
見
込
ま
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
添
え
て
、
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
が
し
た
裁
判
に
対
し
て
は
管
轄

地
方
裁
判
所
に
、
そ
の
他
の
裁
判
官
が
し
た
裁
判
に
対
し
て
は
そ
の
裁
判
官
が
所
属
す
る
裁
判
所
に
そ
の
裁
判
の

取
消
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
た
だ
し
書
の
請
求
を
受
け
た
地
方
裁
判
所
又
は
家
庭
裁
判
所
は
、
合
議
体
で
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。第

七
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
相
談
所
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
請
求
を
す
る
と
き
は
、
一
時
保
護
状
の
請
求
に
つ
い
て
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
当
該
請
求
が
そ
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又

は
請
求
が
理
由
の
な
い
と
き
は
、
決
定
で
請
求
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
当
該
請
求
が
理
由
の
あ
る
と
き
は
、
決
定
で
原

裁
判
を
取
り
消
し
、
自
ら
一
時
保
護
状
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
六
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
の
六
の
三
中
「
第
三
十
三
条
第
八
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第

十
七
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
母
子
保
健
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
母
子
保
健
事
業
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
、
相
談
に
応
じ
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
相
談
及
び
支
援
）

第
九
条
の
二

市
町
村
は
、
母
性
又
は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
の
た
め
、
母
子
保
健
に
関
す

る
相
談
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
は
、
母
性
並
び
に
乳
児
及
び
幼
児
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
、
健
康
の
保
持
及
び
増
進
に
関
す
る
支
援
を

必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
母
性
並
び
に
乳
児
及
び
幼
児
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
計
画
の
作
成
そ
の
他
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児
童
福
祉

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
次
章
に
お
い
て
単
に
「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
」

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
保
護
者
に
対
し
」
の
下
に
「
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
相
談
、同
条
第
二
項
の
支
援
」

を
加
え
、「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

・・



第
十
八
条
の
二
十
の
三

第
一
項

第
十
八
条
の
五
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の

五
第
四
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

令和・年・月・・日 水曜日 (号外第・・・号)官 報

（
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
第
六
条
の
三
第
十
八
項
に
規
定
す
る
妊
産
婦
等
生
活
援
助

事
業
の
実
施
又
は
同
法
」
を
、「
そ
の
」
の
下
に
「
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施
又
は
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号

中
「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
」
の
下
に
「
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
」
を
、「
子
育
て
援
助

活
動
支
援
事
業
」
の
下
に
「
、
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
、
同
条
第
二
十
項
に
規
定

す
る
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
、
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
四
第
五
項
中
「
第
三
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
五
項
」
に
、「
第
三
十
三
条
第
五
項
本

文
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
四
項
本
文
」
に
改
め
る
。

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
中
「
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
」
を
「
処
せ
ら
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
第
三
号
又
は
」
に
、「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
、

同
条
第
八
項
中
「
並
び
に
」
を
「
、
第
十
八
条
の
二
十
の
二
並
び
に
」
に
、

「

、
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
に

つ
い
て
」
を
「
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
十
八
条

の
二
十
の
二
の
規
定
は
保
育
士
又
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
係
る
国
家
戦

略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
登
録
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
十
八
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号

の
項
中
「
第
十
八
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
八
条
の
二
十
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
二
条
の
五
第
十
二
項
中
「
並
び
に
第
十
八
条
の
二
十
」
を
「
、
第
十
八
条
の
二
十
、
第
十
八
条
の
二
十
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
十
の
三
第
一
項
」
に
、「
読
み
替
え
る
」
を
「
、
同
法
第
十
八
条
の
二
十

の
二
第
二
項
中
「
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
児
童
福
祉
審
議
会
」
と
、
同
条
第
三
項
中

「
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
は
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
る
。

第
九
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
七
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
五
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八

項
中
「
、
第
十
八
条
の
二
十
の
二
」
の
下
に
「
、
第
十
八
条
の
二
十
の
四
第
三
項
」
を
加
え
、「
第
四
十
八
条
の
四
第

二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
、「
登
録
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
同
法
第
十
八
条
の
二
十
の
四
第

三
項
の
規
定
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
任
命
し
又
は
雇
用
す
る
者
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
十
二

項
中
「
並
び
に
第
十
八
条
の
二
十
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
十
八
条
の
二
十
の
三
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
十

の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
保
育
士
の
欠
格
事
由
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

第
一
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
三
号
改
正
後
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。
）第
十
八
条
の
五
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
五
条
に
お
い
て
「
第
三
号
施
行
日
」

と
い
う
。）
以
後
の
行
為
に
よ
り
第
三
号
改
正
後
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
五
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る

者
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
三
号
施
行
日
前
の
行
為
に
係
る
欠
格
事
由
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

第
三
号
改
正
後
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
九
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
三
号
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
三
号
施

行
日
以
後
の
行
為
に
よ
り
同
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
三
号
施
行
日
前
の
行
為

に
係
る
登
録
の
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

第
三
号
改
正
後
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
二
十
の
二
の
規
定
は
、
第
三
号
施
行
日
以
後
の
行
為
に
よ
り
同
条
第
一

項
各
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
三
号
施
行
日
前
の
行
為
に
よ
り
同
項
各
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

（
児
童
発
達
支
援
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る

改
正
前
の
児
童
福
祉
法
（
以
下
「
旧
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。
）第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
型
児
童

発
達
支
援
（
以
下
「
旧
医
療
型
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。）
に
係
る
旧
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項

の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
、
新
児
童
福
祉
法
第
六
条

の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
（
以
下
「
新
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
児
童
福
祉
法
第

二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
を
受
け
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
の
有
効
期
間
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
る
旧
児
童
福
祉
法

第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
指
定
に
係
る
有
効
期
間
の
残
存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日

三

第
一
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
八
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
十
五

条
の
規
定

令
和
五
年
四
月
一
日

四

第
二
条
中
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
二
十
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
九
条
中
国
家
戦
略

特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
の
改
正
規
定
（「
第
四
十
八
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
第
三
項
」

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）及
び
同
条
第
十
二
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

五

第
三
条
の
規
定
及
び
第
七
条
中
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
四
第
五
項
の
改
正
規
定
並
び

に
附
則
第
十
四
条
の
規
定
及
び
附
則
第
二
十
二
条
中
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
別

表
第
一
の
改
正
規
定
（
百
二
十
八
の
二
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
第
二
条
の
規
定（
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
（
以

下
「
新
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。
）第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
施
行
の
状
況
、
児
童
そ
の
他
の
者
に
対
す
る

同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
相
談
援
助
業
務
に
従
事
す
る
者
に
係
る
資
格
の
取
得
状
況
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
環
境
を
整
備
し
つ
つ
、
児
童
の
生
命
又
は
心
身
の
安
全
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
児
童
の
福

祉
に
関
し
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
支
援
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
援
実
施
者
」
と

い
う
。
）
に
関
し
て
、
そ
の
能
力
を
発
揮
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
組
織
及
び
資
格
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
国
家
資
格

を
含
め
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
を
目
途
と
し
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

一

支
援
実
施
者
が
実
施
す
べ
き
業
務
の
内
容
、
支
援
実
施
者
に
必
要
な
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
に
係
る
内
容
並

び
に
教
育
課
程
の
内
容
の
明
確
化

二

支
援
実
施
者
を
養
成
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
確
保

三

支
援
実
施
者
が
そ
の
能
力
を
発
揮
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
施
設
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
雇
用
の
機
会
の
確

保

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
及
び
母
子
保
健

法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
両
法
律
」
と
い
う
。）
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
改
正
後
の
両
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

・・



令和・年・月・・日 水曜日 (号外第・・・号)官 報

２

旧
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
は
、
施
行
日
に
、
新
児
童
発
達

支
援
に
係
る
新
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
支
援
（
次
項
に
お

い
て
「
指
定
通
所
支
援
」
と
い
う
。）
で
あ
っ
て
、
旧
医
療
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
通
所
支
援
又

は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
通
所
支
援
で
あ
っ
て
、
旧
医
療
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の

同
項
の
規
定
に
よ
る
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
医
療
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
通
所
給
付
決
定
を
受
け
て
い
る
障
害
児
の
保
護
者
は
、
施
行
日
に
、
新
児
童
発
達
支
援
に
係
る
同
項
に
規
定

す
る
通
所
給
付
決
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

６

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
（
旧

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
旧
医
療
型
児
童
発
達

支
援
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
旧
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
障
害
児
通
所

給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
児
通
所
医

療
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
（
旧
医
療

型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）に
つ
い
て
の
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
こ
の
法
律
の
施

行
の
際
現
に
当
該
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
施
行
日
に
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児

通
所
支
援
事
業
等
（
新
児
童
発
達
支
援
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

行
っ
て
当
該
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
児
童
自
立
生
活
援
助
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
、
旧
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
満
二
十
歳
以
上
義
務

教
育
終
了
児
童
等
で
あ
っ
て
同
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
を
受
け
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
満
二
十

二
歳
未
満
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
は
、
新
児
童
福
祉

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

２

新
児
童
福
祉
法
第
五
十
条
第
七
号
の
三
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行

わ
れ
る
新
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
に
要

す
る
費
用
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
の
支
弁
及
び
国
庫
の
負
担
並
び
に
当
該
費
用
に
つ
い
て
の
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義

務
者
か
ら
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
届
出
を
行
い
、
又
は
同
条
第
四
項
の
認
可
を

得
て
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
施
行
日
に
、
そ
れ

ぞ
れ
児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
届
出
を
行
い
、
又
は
同
条
第
四
項
の
認
可
を
得
て
新
児
童
福
祉
法
第
四
十

三
条
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

新
児
童
福
祉
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
新
児
童
福
祉
法
第
四

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
同
項

に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

基
準
を
も
っ
て
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
ら
れ
た
基
準
と
み
な
す
。

（
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
の
指
導
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条

新
児
童
福
祉
法
第
五
十
条
第
六
号
の
四
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
は
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
六
条
第
一
項

第
二
号
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
指
導
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
も

の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
当
該
指
導
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
の

支
弁
及
び
国
庫
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
一
時
保
護
の
手
続
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
第
三
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
附

則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
一
時
保
護
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始

さ
れ
た
一
時
保
護
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
一
時
保
護
施
設
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

新
児
童
福
祉
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
時
保
護
施
設
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準

に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
条
例
が

制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、
当
該
都
道
府
県

の
条
例
で
定
め
ら
れ
た
基
準
と
み
な
す
。

（
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

新
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
（
児
童
福
祉
法
第
五

十
条
第
六
号
の
三
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
を
い
う
。
）
の
支
給
の
申
請
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い

て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
児
童
相

談
所
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
障
害
児
入
所
施
設
に
在
所
さ
せ
る
措
置
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
新
児
童
福
祉
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
児
童
相
談
所
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
等
措
置
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

新
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
三
の
三
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
同
条
各
号
に
規
定

す
る
措
置
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

（
親
子
再
統
合
支
援
事
業
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
新
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
五
項
に
規
定
す
る
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、

同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
、
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
意
見
表
明
等
支
援
事

業
又
は
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
国
及
び
都
道
府
県

以
外
の
者
に
つ
い
て
の
新
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
、

「令和
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
」
と
す

る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
新
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
九
項
に
規
定
す
る
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
又

は
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
市
町
村
、
社
会
福
祉

法
人
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
の
社
会
福
祉
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
事
業
開

始
の
日
か
ら
一
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、

「令
和
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
」
と
す
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
新
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
十
項
に
規
定
す
る
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
に
相

当
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
に
つ
い
て
の
新
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十

七
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
六
年
六
月
三
十
日
ま

で
に
」
と
す
る
。

・・



令和・年・月・・日 水曜日 (号外第・・・号)官 報

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
欠
格
事
由
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
五
条

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の

規
定
は
、
第
三
号
施
行
日
以
後
の
行
為
に
よ
り
同
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、

第
三
号
施
行
日
前
の
行
為
に
係
る
欠
格
事
由
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
七
条

附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰

則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
、「
第

三
十
一
条
第
五
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
」
を
加
え
る
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
九
条
第
三
項

二

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
九
条
第
三
項

三

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
十
九
条
第
四
項

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
五
の
五
の
項
中「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
五
の
十
一

の
項
中
「
よ
る
」
の
下
に
「
同
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
相
談
、
同
条
第
二
項
の
支
援
、
」
を
加
え
、

「
第
二
十
二
条
第

二
項
の
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
の
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
七
の
二
の
項
中「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
」
を
削
る
。

別
表
第
四
の
四
の
五
の
項
中
「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
四
の
十
一

の
項
中
「
よ
る
」
の
下
に
「
同
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
相
談
、
同
条
第
二
項
の
支
援
、」
を
加
え
、

「第
二
十
二
条
第

二
項
の
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
の
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
第
八
号
の
二
中「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

（
児
童
手
当
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
六
条
の
三
第
七
項
」
を
「
第
六
条
の
三
第
七
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

一

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

七
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
三
項

（
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
百
二
十
八
の
二
の
項
中
「
第
三
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
表
の

百
二
十
八
の
三
の
項
中
「
第
三
十
三
条
の
六
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
六
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
四
十
九
の
項
及
び
別
表
第
二
の
六
十
九
の
二
の
項
第
二
欄
中
「
よ
る
」
の
下
に
「
相
談
、
支
援
、
」を

加
え
、

「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

法
務
大
臣

古
川

禎
久

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

・・



児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
三
十
二
の
五

法
第
六
条
の
三
第
十
五
項

に
規
定
す
る
親
子
再
統
合
支
援
事
業
は
、
親
子
の

再
統
合
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童

及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
児
童
福
祉
司
、
法

第
十
二
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
指
導
を
つ
か

さ
ど
る
所
員
、
医
師
そ
の
他
の
親
子
の
再
統
合
の

た
め
の
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
に

つ
い
て
の
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を

し
て
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
児
童
虐
待

防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐

待
の
防
止
に
資
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
及
び
助

言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
基

本
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
三
十
二
の
五

法
第
六
条
の
三
第
十
五
項

に
規
定
す
る
親
子
再
統
合
支
援
事
業
は
、
親
子
の

再
統
合
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童

及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
児
童
福
祉
司
、
法

第
十
二
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
指
導
を
つ
か

さ
ど
る
所
員
、
医
師
そ
の
他
の
親
子
の
再
統
合
の

た
め
の
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
に

つ
い
て
の
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を

し
て
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す

る
児
童
虐
待
の
防
止
に
資
す
る
情
報
の
提
供
、
相

談
及
び
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
わ
せ
る

こ
と
を
基
本
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
三
十
六

専
門
里
親
と
は
、
次
条
に
掲
げ

る
要
件
に
該
当
す
る
養
育
里
親
で
あ
つ
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
要
保
護
児
童
の
う
ち
、
都
道
府
県

知
事
が
そ
の
養
育
に
関
し
特
に
支
援
が
必
要
と
認

め
た
も
の
を
養
育
す
る
も
の
と
し
て
養
育
里
親
名

簿
に
登
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

第
一
条
の
三
十
六

専
門
里
親
と
は
、
次
条
に
掲
げ

る
要
件
に
該
当
す
る
養
育
里
親
で
あ
つ
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
要
保
護
児
童
の
う
ち
、
都
道
府
県

知
事
が
そ
の
養
育
に
関
し
特
に
支
援
が
必
要
と
認

め
た
も
の
を
養
育
す
る
も
の
と
し
て
養
育
里
親
名

簿
に
登
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

一

児
童
虐
待
防
止
法
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童

虐
待
等
の
行
為
に
よ
り
心
身
に
有
害
な
影
響
を

受
け
た
児
童

一

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条

に
規
定
す
る
児
童
虐
待
等
の
行
為
に
よ
り
心
身

に
有
害
な
影
響
を
受
け
た
児
童

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

第
三
十
五
条
の
三

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

場
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
児
童
相
談

所
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
児
童

の
安
全
を
迅
速
に
確
保
し
適
切
な
保
護
を
図
る
こ

［
条
を
加
え
る
。
］

一

児
童
虐
待
防
止
法
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童

虐
待
を
受
け
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
又
は
児
童
虐
待
を
受
け
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
（
児
童
虐
待
防
止
法
第
十
二
条
の
二

第
一
項
に
定
め
る
と
き
を
含
む
。
）

二

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八

号
）
第
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
致

を
受
け
た
場
合
又
は
警
察
官
か
ら
法
第
二
十
五

条
第
一
項
若
し
く
は
児
童
虐
待
防
止
法
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
場
合

と
、
又
は
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
児
童
の
心
身
の
状
況
、

そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
を
把
握

す
る
こ
と
を
い
い
、
短
期
入
所
指
導
（
児
童
の
状

況
把
握
を
目
的
と
し
て
、
法
第
十
二
条
の
四
に
規

定
す
る
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施
設
等
に
児
童
を

短
期
間
入
所
さ
せ
、
心
理
療
法
、
生
活
指
導
そ
の

他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）を
含
む
。
）を
行

う

こ
と
を
目
的
と
し
て
児
童
の
一
時
保
護
を
行

い
、
又
は
適
当
な
者
に
委
託
し
て
、
当
該
一
時
保

護
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三

児
童
の
行
動
が
自
己
若
し
く
は
他
人
の
生

命
、
心
身
若
し
く
は
財
産
に
危
害
を
生
じ
さ
せ

た
場
合
若
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又

は
危
害
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

四

児
童
が
自
ら
の
保
護
を
求
め
、
又
は
こ
れ
に

相
当
す
る
意
見
若
し
く
は
意
向
を
表
明
し
た
場

合
五

児
童
の
保
護
者
が
死
亡
、
行
方
不
明
、
拘
禁
、

疾
病
に
よ
る
病
院
へ
の
入
院
等
の
状
態
と
な
つ

た
こ
と
、
児
童
が
家
出
人
で
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
事
由
に
よ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合

イ

児
童
に
保
護
者
若
し
く
は
住
居
が
な
い
又

は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

ロ

児
童
の
住
居
が
不
明
で
あ
る
又
は
不
明
と

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

六

児
童
の
保
護
者
が
そ
の
監
護
す
る
児
童
の
保

護
を
求
め
、
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
意
見
を
表

明
し
た
場
合

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
一
時
保
護

を
行
わ
な
け
れ
ば
児
童
の
生
命
又
は
心
身
に
重

大
な
危
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

令和・年・・月・・日 木曜日 (号外第・・・号)官 報

〇
内
閣
府
令
第
百
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

・



第
三
十
五
条
の
四

市
町
村
長
は
、
法
第
十
条
第
一

項
第
三
号
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
自
ら
調

査
そ
の
他
の
事
務
を
行
う
場
合
の
ほ
か
、
法
第
三

十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
の
求
め
に
応

じ
、
法
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
手
続
に

関
し
、
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
調
査

を
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、
戸
籍
法
第
十
条
の
二

第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
そ
の
他
の

必
要
な
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
条
を
加
え
る
。
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七

年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和・年・・月・・日 木曜日 (号外第・・・号)官 報・
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担当者メモ

１ こども家庭庁から警察庁（ 生活安全局） への要望事項

本日、 「 改正児童福祉法による一時保護時の司法審査の導入に伴う 留意事

項について（ 通達） 」 を発出しており ます。一時保護時の司法審査は、令和

７年６月１日に導入される予定であること から、通達で示していると おり 、

児童通告書等の速やかな送付等、対応に遺漏のないよう にしていただきたい

と 思います。なお、司法審査の導入に当たっ て、 こども家庭庁から警察庁

（ 生活安全局） に対して、以下の内容の要望がなされており ます。

【 要望事項】

性被害を受けた児童の身柄付通告の際、警察から児童相談所に対し、保護者

に一時保護の理由を開示しないよう 依頼される場合がある。 それは、発生直後

に保護者に虐待事実を突きつけてしまう と 、証拠を隠滅されるなど、 その後の

捜査に支障が出ると いう 理由からである。

しかし、一時保護時の司法審査では、可能な限り親権者等の意見を裁判官に

伝える必要があり 、 その前提と して、親権者等に対して一時保護の理由を説明

しなければならない。

そのため、警察から児童相談所に対して、保護者に一時保護の理由を開示し

ないよう 依頼すること を止めてもらいたい。

以上が要望内容と なり ます。

これは、 こども家庭庁が全国の自治体に行っ た調査の中で多く 寄せられた

意見と のこと であり ますが、警察の捜査を理由に、児童の安全を確保するた

めの行政処分たる一時保護の手続が後回しにされる事態は絶対にあっ てはな

り ません。

各警察署におかれましては、児童の安全確保を最優先と した対応を第一と

した上で、個別具体的なケースごと 、双方の事務に支障がないよう 適切に対

応していただきたいと思います。

２ 一時保護開始時間の統一

要保護児童引継ぎ書及び児童通告通知書は、司法審査の疎明資料に使用さ

れます。 よっ て、一時保護開始時間を統一するため、要保護児童引継ぎ書及

び児童通告通知書の記載例を、人安課サイトマッ プ→児童虐待 様式→ に掲載

しますので、参考と してく ださい。


